
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

特
定
災
害
対
策
本
部
長
に
よ
る
指
示
の
受
理

第
２３
条
の
７
第

２
項

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
意
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
三
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
予
定
保
安
林
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

高
潮
浸
水
想
定
区
域
等
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
公
安
委
員
会
規
則

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宇
佐
市
長
か

ら
次
の
と
お
り
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
宇
佐
店

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
字
川
島
四
百
九
番
一

外

二

意
見
の
概
要

交
通
に
つ
い
て

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
三

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
３
年
６
月
22日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
１３
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
３５
年
法
律
第
１０５
号
）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
中
「
準
用
す
る
第
１０３
条
第
３

項
」
を
「
準
用
す
る
第
１０３
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
部
第
１１３
条
の
２
の
項
を
削
り
、
同
表
の
災
害
対
策
基

本
法
（
昭
和
３６
年
法
律
第
２２３
号
）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
第
２３
条
第
６
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

別
表
の
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
１１
年
法
律
第
１５６
号
）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
中
「
第
２８

条
第
２
項
」
を
「
第
２８
条
第
３
項
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

一

八

号

六
月
二
十
二
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

一



種
畜
証
明
書
番
号

名
前

品
種

検
定
成
績

令
三
大
分
県
臨
一
第
一
号

A
３７９

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
号

A
６５５

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
号

A
５８７

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
四
号

A
４８３

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
五
号

A
５９３

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
六
号

A
６６２

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
七
号

A
６１９

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
八
号

A
２９６

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
九
号

A
５５１

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
号

A
４９３

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
一
号

A
４０４

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
二
号

A
５５２

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
三
号

A
３５７

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
四
号

A
１９９

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
五
号

A
２３６

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
六
号

A
３２３

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
七
号

A
１７５

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
八
号

A
１６０

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
十
九
号

A
５８１

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
号

A
４４８

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
一
号

A
６４９

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
二
号

A
２６０

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
三
号

A
１３６

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
四
号

A
３４０

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
五
号

A
２８８

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
六
号

A
５４２

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
七
号

A
４９０

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
八
号

A
５５８

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
二
十
九
号

A
４６５

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
号

A
３９７

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
一
号

A
２３４

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
二
号

A
２５０

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
三
号

A
４７３

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
四
号

A
３８８

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
五
号

A
３８９

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
六
号

A
４０６

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
七
号

A
３５１

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
八
号

A
６１７

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
三
十
九
号

T
L１８３８

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
四
十
号

T
W
６７２６

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
四
十
一
号

T
L１８２７

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
四
十
二
号

T
L１８６２

そ
の
他

級
外

令
三
大
分
県
臨
一
第
四
十
三
号

T
L１８２８

そ
の
他

級
外

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

元
治
水
井
路
土
地
改
良
区

由
布
市

令
三
・

六
・
一
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

日
田
市
大
字
内
河
野
字
大
平
一
六
九
二
番
一
、
一
六
九
二
番
五
か
ら
一
六
九
二
番
七
ま
で
、
字
小
窪
一

六
九
六
番
一
、
字
山
中
一
七
七
二
番
一

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
字
大
谷
二
一
一
五
番
・
二
一
一
七
番
・
二
一
一
八
番
・
二
一
二
〇
番
・
二
三

二
三
番
一
・
二
三
二
三
番
二
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
〇
七
七
番
、

二
〇
七
八
番
、
二
〇
八
一
番
か
ら
二
〇
九
二
番
ま
で
、
二
〇
九
四
番
か
ら
二
〇
九
七
番
ま
で
、
二
一
〇
〇

番
、
二
一
〇
一
番
、
二
一
〇
三
番
か
ら
二
一
〇
五
番
ま
で
、
二
一
〇
七
番
、
二
一
〇
九
番
、
二
一
一
〇
番

一
三
、
二
一
一
一
番
一
、
二
一
一
二
番
、
二
一
一
三
番
、
二
一
一
六
番
一
、
二
一
一
六
番
二
、
二
一
一
九

番
、
二
一
三
〇
番
二
、
二
二
九
二
番
、
二
三
二
九
番
、
二
三
三
〇
番
、
二
三
三
六
番
、
二
三
三
八
番
、
二

三
四
〇
番
、
二
三
四
二
番
、
二
三
四
三
番
、
二
三
四
五
番
、
二
三
四
六
番
、
二
三
四
八
番
、
二
三
五
〇
番

か
ら
二
三
五
二
番
ま
で
、
字
清
水
二
三
五
三
番
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
大
谷
二
〇
八
五
番
か
ら
二
〇
八
八
番
ま
で
・
二
〇
九
五
番
・
二
〇
九
六
番
・
二
一
〇
一
番
・
二

一
一
二
番
・
二
一
一
五
番
・
二
一
一
八
番
・
二
一
二
〇
番
・
二
三
二
三
番
一
・
二
三
二
三
番
二
・
二

三
五
二
番
・
字
清
水
二
三
五
三
番
一
（
以
上
十
五
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
黒
松
字
西
ノ
平
一
五
九
四
番
か
ら
一
五
九
六
番
ま
で
、
一
六
〇
一
番
か
ら
一
六
〇

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
川
上
玖
珠
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
二
七
番
四
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
宮
副
一
七
二
五
番
四
ま

で

令
三
・

六
・
二
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

海

岸

名

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想

定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し
た
場
合

に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間

備

考

豊
前
豊
後
沿
岸

別
図
の
と
お
り

「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
大
分
県
土
木
建
築
部

河
川
課
、
中
津
土
木
事
務
所
、
宇
佐
土
木
事
務

所
、
豊
後
高
田
土
木
事
務
所
、
国
東
土
木
事
務

所
、
別
府
土
木
事
務
所
及
び
大
分
土
木
事
務
所

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

八
番
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
西
ノ
平
一
六
〇
三
番
・
一
六
〇
五
番
・
一
六
〇
六
番
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
豊
肥
振
興
局
並
び
に
豊
後
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
仁
瀬
ノ
田
二
二
九
六
番
一

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
潮
浸
水
想
定

区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



豊
後
水
道
西
沿
岸

別
図
の
と
お
り

「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
大
分
県
土
木
建
築
部

河
川
課
、
大
分
土
木
事
務
所
、
臼
杵
土
木
事
務

所
及
び
佐
伯
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

樋

口

治

利

日
田
市
大
字
三
和
一
三
三
番
地

〃

本

田

正

己

〃

大
字
渡
里
八
九
一
番
地

〃

穴

見

邦

雄

〃

大
字
庄
手
二
五
九
番
地
八

〃

髙

瀬

義

德

〃

大
字
庄
手
一
九
七
番
地
二

〃

清

水

征

男

〃

大
字
上
野
四
七
七
番
地
一

〃

菅

原

一

美

〃

大
字
高
瀬
一
八
三
番
地

〃

堀

勝

人

〃

大
字
友
田
三
七
六
七
番
地

〃

諌

山

茂
太
賀

〃

大
字
三
和
一
七
四
番
地
五

〃

武

内

諭

吉

〃

大
字
三
和
六
三
二
番
地

〃

池

田

茂

〃

上
城
内
町
一
番
五
一
号

〃

東

保

雄

〃

大
字
渡
里
一
〇
一
五
番
地
三

〃

髙

倉

隆

人

〃

大
字
日
高
三
〇
一
二
番
地
一

〃

穴

井

文

夫

〃

大
字
求
来
里
四
一
五
番
地
三

〃

大

藏

喜

八

〃

大
字
渡
里
九
四
六
番
地

監

事

吉

秋

継

德

〃

大
字
山
田
六
〇
七
番
地

〃

桒

野

秋

男

〃

大
字
庄
手
六
四
六
番
地
二

〃

坂

本

富

髙

〃

大
字
日
高
四
二
九
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

吉

秋

継

德

日
田
市
大
字
山
田
六
〇
七
番
地

〇
公

告

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
開
発
委
託
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
人
事
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
大
分
支
社

支
社
長

日

高

健

司

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

九
千
七
百
六
十
三
万
六
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
田
市
土

地
改
良
区
（
日
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

五



〃

髙

瀬

義

德

〃

大
字
庄
手
一
九
七
番
地
二

〃

池

田

茂

〃

上
城
内
町
一
番
五
一
号

〃

熊

川

誠

一

〃

大
字
三
和
二
五
二
番
地

〃

穴

井

文

夫

〃

大
字
求
来
里
四
一
五
番
地
三

〃

坂

本

富

髙

〃

大
字
日
高
四
二
九
番
地

〃

池

田

時

雄

〃

大
字
小
迫
二
八
五
番
地
三

〃

加

納

幸

憲

〃

大
字
友
田
一
四
二
一
番
地

〃

諌

山

茂
太
賀

〃

大
字
三
和
一
七
四
番
地
五

〃

武

内

諭

吉

〃

大
字
三
和
六
三
二
番
地

〃

伊

藤

武

士

〃

大
字
友
田
一
四
一
一
番
地

〃

桒

野

秋

男

〃

大
字
庄
手
六
四
六
番
地
二

〃

桒

野

宗

紘

〃

大
字
上
野
一
三
七
番
地
一

〃

野

村

常

雄

〃

大
字
上
野
六
二
〇
番
地
一

〃

堀

喜

〃

大
字
友
田
三
七
五
一
番
地
四

監

事

貞

清

美
知
男

〃

大
字
三
和
九
四
七
番
地
一

〃

樋

口

和

夫

〃

大
字
三
和
一
三
〇
番
地

〃

本

川

喜

一

〃

大
字
日
高
三
二
一
八
番
地

〃

佐

藤

敏

治

〃

大
字
東
有
田
三
一
三
二
番
地

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六


